
- 5 - 

第１ 監査の概要 

 
１ 監査の種類  公の施設の指定管理者監査 
２ 監査対象   社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会 
         福祉部 障害福祉課（指定管理に関する事務の所管課） 
３ 事前調査日  平成２１年１月９日 
４ 監査日    平成２１年２月３日 
５ 監査対象年度 平成１９年度 
６ 監査対象事項 出納その他の事務 
７ 監査方法   障害者自立支援施設たんぽぽの指定管理者である社会福祉法人 四日市市社会福

祉協議会に対して、公の施設の管理に係る平成１９年度におけるその他の事務の執行

状況について、関係資料の提出を求め、担当者から説明を聴取し、諸帳簿等について

調査・確認するとともに、条例及び協定書等に沿って適正な管理が行われているかど

うかに主眼をおいて監査を実施した。 
         また、所管課に対しては、指定管理者への指導監督は適切に行われているかどうか

に主眼をおいて監査を実施した。 
 
第２ 監査対象の概要 

 
１ 指定管理者の概要 

  名 称  社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会 
  代表者  会長 品川 宏 
  住 所  四日市市諏訪町２番２号 

 
２ 指定管理の内容 

 施 設 名  四日市市障害者自立支援施設 たんぽぽ 
 所 在 地  四日市市西日野町 ４０７０番地１ 
 設置年月日  平成２年４月１日 
 指定管理期間  平成１８年４月１日～平成２１年３月３１日 
 指定管理料  ９６，３２３，０００円（平成１９年度） 
 指定管理に係る 
 収支状況 

 収入  ９９，８７３，２７９円 
 支出 １００，９３７，８７９円 
 収支  △１，０６４，６００円 

 利用実績  延べ利用者数（平成１９年度） 
 ・生活介護   ７，５００人（営業日数２４５日） 
 ・日中一時支援    ７４人（実施日数 ４７日） 

 
３ 指定管理の業務範囲 

ア 生活介護事業及び日中一時支援事業の実施に関する業務 
イ 施設への入所許可、入所の拒否、入所許可の取り消し、その他入所許可に付随する契約等に関

する業務 
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ウ 施設及び付属設備の維持管理に関する業務 
エ その他市長が必要と認めた事業 

 
４ 収支状況                               （単位 ： 円） 

項   目 実 施 計 画 実 績 額 
指定管理料 ９６，３２３，０００ ９６，３２３，０００

寄付金、利息 １１６，０００ ２７，８５４

雑収入 １，５３５，０００ １，２１３，１７５

利用者負担金収入 ２，６６０，０００ ２，３０９，２５０

  収入 計      ① １００，６３４，０００ ９９，８７３，２７９

人件費 
  本俸 ３６，３７９，０００ ３７，９１５，１００

  諸手当 ２０，０１８，０００ ２２，６３１，０６８

  非常勤職員給与 １８，３６８，０００ １７，０５９，６４５

  法定福利費 ８，９７６，０００ ８，６７４，４３６

事務費 
  福利厚生費 ２９４，０００ ２４５，５２５

  旅費交通費 ４０８，０００ ３８５，３４８

  研修費 ０ １１，６８０

  消耗品費 ２８０，０００ ３２４，４７１

  器具什器費 １００，０００ ５０，７２０

  印刷製本費 ８０，０００ ２８，２８３

  光熱水費 ６００，０００ ６３３，９７２

  燃料費 ５０，０００ ５１，１７９

  修繕費 ２００，０００ ５６，７００

  通信運搬費 ２５０，０００ ２３８，７２４

  業務委託費 ４４３，０００ ５５６，２９０

  手数料 ０ ９４５

  損害保険料 １２３，０００ １２５，５７０

  賃借料 ６０４，０００ ５１６，３８５

  租税公課 ０ ５００

  諸会費 ８８，０００ ８４，０００

  雑費 １００，０００ １０８，２６２

事業費 
  旅費交通費 ０ １１，９００

  給食費 ３，７００，０００ ３，２５９，４４９

  消耗品費 ０ ２，９９２

  器具什器費 １５０，０００ ７８，４２０

  光熱水費 ２，２１２，０００ １，８６６，９１３

  燃料費 ２，５７０，０００ ２，０００，５８３
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  修繕費 ８００，０００ ４４６，０６５

  損害保険料 ０ １９２，３５０

  保健衛生費 ４６０，０００ ２４７，６２９

  教養娯楽費 １００，０００ ０

  本人支給金 ２６０，０００ ２０８，７１０

  訓練指導費 １，０２８，０００ ８３０，９００

  医療費 １０，０００ ０

  雑費 １００，０００ １３２，２４５

固定資産取得費 ０ ２７６，０００

退職積立金 １，０３８，０００ １，０３８，０００

退職共済預け金 ７１３，０００ ６４６，９２０

予備費 １３２，０００ ０

  支出 計     ② １００，６３４，０００ １００，９３７，８７９

   収  支（①－②） ０ △１，０６４，６００

 

第３ 監査結果 

 

   四日市市障害者自立支援施設たんぽぽの指定管理者である社会福祉法人四日市市社会福祉協議

会に対する公の施設の管理に係る平成１９年度における出納その他の事務の執行状況及び同法人

に対する所管課の指導状況等について監査の結果、おおむね適正に処理されていると認められたが、

次の指摘事項及び所見のとおり、注意、検討又は改善等を要する事項が見受けられた。今後の事務

執行にあたっては、これらに十分留意するとともに、改善等を要するものについては、その措置を

講じるよう要望する。 
   なお、改善の措置を講じられたときは、遅滞なく通知されたい。 
 
１ 指摘事項 

 
【（社）四日市市社会福祉協議会】 
（１）備品管理について 

基本協定書第４６条では、指定管理者が指定管理料から購入した備品等については四日市市又は

四日市市の指定する者に対して引き継ぐこととされているが、指定管理料から購入した備品（ノー

トパソコン、車椅子用体重計）について、四日市市の備品台帳への登載など引継手続きがなされて

いなかったので、適正な備品管理を行うよう改めること。           【是正改善事項】 
（２）危機管理体制の報告について 

危機管理体制について、管理業務仕様書では、緊急事態の発生に備えて具体的な対応マ二ュアル

の整備を行い、緊急時の連絡先等をあらかじめ四日市市に報告することになっているが、緊急時の

連絡先等の報告がなされていなかったので注意すること。             【注意事項】 
 
【福祉部 障害福祉課】 
（１）文書管理について 

管理業務仕様書のなかの職員配置について、平成１９年４月１日付けにて締結した覚書では、医
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師、看護職員、理学療法士又は作業療法士、生活支援員及びサービス管理責任者のほか、調理員、

介護員、運転手、添乗員を配置することになっているが、平成１９年度たんぽぽ管理業務仕様書の

なかで職員配置の内容が改正されていないので、覚書に定める職員配置の内容に整合するよう改め

ること。                                【是正改善事項】 
 
２ 所 見 

 
【共通事項（四日市市社会福祉協議会・福祉部 障害福祉課）】 
（１）事業収支計画について 

事業収支について、実施計画の額と実績額に差額のある項目が見受けられ、収支はマイナスとな

っている。さらに安定かつ効率的な事業展開のチャート（海図）となるよう、指定管理者は十分に

検討した経費計画、活動計画を織り込んだ適正な事業計画を作成するよう努めるとともに、市はそ

れを十分精査できるよう一層の努力を要望する。               【努力要望事項】 
 
【（社）四日市市社会福祉協議会】 
（１）職員の専門性向上について 

指定管理者制度の目的の一つである市民サービスの向上を図るためには、たんぽぽの管理、運営

に携わる職員の資質向上が必要不可欠である。平成２１年度から、引き続き５年間、指定管理者を

受託するにあたっては、当該施設の目的である重度障害者の地域生活を支援する生活介護事業所と

して、充実した対応がなされるとともに、指導・訓練内容など、更に充実した施設運営がなされる

よう、業務遂行に必要な研修の実施など職員の専門性を高め、技術の向上を図るなど、人材の育成

に一層の努力を要望する。                         【努力要望事項】 
（２）運営方針・行動基準の再徹底について 

当該施設の運営方針として、「利用者が自立した日常生活や社会生活が営むことができる」とし

ているが、トップが障害者の「自立」をどこまでの水準に求めているのか明解でないと、職員全員

の意思が一致しないし、職員の業務の内容やサービスレベルに混乱が生じてくる。改めて、当初の

運営方針に対して具体的にどこまでの水準を設定するのか職員全員が問い直し、施設トップの運営

方針や職員の行動基準の再徹底を検討すること。               【検討事項】 
 
【福祉部 障害福祉課】 
（１）管理運営業務の履行確認について 

管理運営業務の確認にあたっては、毎月提出される業務報告書や毎月開催している連絡調整会議

の場で履行確認を行うとともに、必要に応じて実地調査や指定管理者へのヒヤリングやモニタリン

グ調査を実施しているが、履行確認の業務範囲が多岐にわたっており全般的に行うとポイントがぼ

やけてしまうおそれがある。安全管理面や物品管理面など管理区分ごとに、また、年度ごとに取り

組み項目、目標などを設定し、履行確認を行うのもひとつの方法である。再度効果的な履行確認の

方法について検討すること。                        【検討事項】 


